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・ 居宅サービス事業（居宅療養管理指導を除く） 

・ 地域密着型サービス事業 

・ 施設サービス 

※上記は介護予防を含む。 

・ 居宅介護支援 

・ 介護予防支援 

・ 第一号通所事業のうち、短時間型通所サービス 

・ 障害福祉サービス事業 

・ 地域活動支援事業のうち、次のいずれか 

  移動支援事業・訪問入浴サービス・日中一時支援事業・ 

  地域活動支援センター事業 

・ 障害児通所支援事業または障害児相談支援事業 

宇治市介護保険・障害福祉施設等 

物価高騰対策事業費交付金について 
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（手続上の注意事項） 

 ・交付申請書・交付請求書には法人印等の押印は不要です。 

 ・押印の廃止により、交付申請・交付請求の手続は、郵送・窓口のほか 

  電子メールでも受け付けております。 
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